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○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
内
入
字
礒
脇
南
一
一
〇
六
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
防
大
島
町
産

業
建
設
環
境
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
〇
七
）
県
営
小
祖
生
畑
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

小
祖
生
畑
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
小
祖
生
畑
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
二
〇
八
）
県
営
小
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

小
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
小
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
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教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
岩
国
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
60」
を
「
80」
に
、
「
30」
を
「
40」
に

改
め
、
同
表
山
口
県
立
柳
井
高
等
学
校
の
項
か
ら
山
口
県
立
田
布
施
農
工
高
等
学
校
の
項
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
柳
井
高
等
学
校

柳
井

市
本

校
普
通
科

３
175

ビ
ジ
ネ

ス
情
報

科
３

35

山
口
県
立
柳
井
商
工
高
等
学
校
柳

井
市
本

校

ビ
ジ
ネ

ス
情
報

科
３

−
全
日
制
課
程
ビ
ジ
ネ
ス
情
報

科
、
機
械
科
及
び
建
築
・
電
子

科
は
、
令
和
８
年
度
か
ら
生
徒

募
集
を
停
止
す
る
。

機
械
科

３
−

建
築
・

電
子
科

３
−

山
口
県
立
熊
毛
南
高
等
学
校

熊
毛
郡
平
生
町
本

校
普
通
科

３
−

全
日
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和

８
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

山
口
県
立
田
布
施
農
工
高
等
学

校
熊
毛
郡
田
布
施

町
本

校

生
物
生

産
科

３
−

全
日
制
課
程
生
物
生
産
科
、
食

品
科
学
科
、
都
市
緑
地
科
及
び

機
械
制
御
科
は
、
令
和
８
年
度

か
ら
生
徒
募
集
を
停
止
す
る
。

食
品
科

学
科

３
−

都
市
緑

地
科

３
−

機
械
制

御
科

３
−

食
農
デ

ザ
イ
ン

科
３

35

緑
地
土

木
デ
ザ

イ
ン
科

３
35

機
械
デ

ジ
タ
ル

科
３

35

二
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建
築
科

３
35

ラ
イ
フ

デ
ザ
イ

ン
科

３
35

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
下
松
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
35」
を
「
40」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

熊
毛
北
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
熊
毛
北
高
等
学
校

周
南

市
本

校
普
通
科

３
−

全
日
制
課
程
普
通
科
及
び
ラ
イ

フ
デ
ザ
イ
ン
科
は
、
令
和
８
年

度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止
す

る
。

ラ
イ
フ

デ
ザ
イ

ン
科

３
−

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
徳
山
商
工
高
等
学
校
の
項
中
「
35」
を
「
40」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

防
府
西
高
等
学
校
の
項
中
「
150」
を
「
180」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
中
央
高
等
学
校
の
項
中

「
200」
を
「
225」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
工
科
高
等
学
校
の
項
中
「
70」
を
「
80」
に
、

「建
設
工

学
科

３
35

」
を
「建

設
工

学
科

３
40

」
に
改
め
、
別
表
の
⚒
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。学

校
の
名
称

学
校
の
位
置
本
校
又
は

分
校
の
別
修
業
年
限
第
１
学

年
生
徒

定
員

備
考

山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校
附
属

中
学
校

岩
国

市
本

校
３

60

山
口
県
立
高
森
み
ど
り
中
学
校
岩

国
市
本

校
３

−
令
和
８
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を

停
止
す
る
。

山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校
附

属
中
学
校

下
関

市
本

校
３

60

別
表
の
⚓
の
表
山
口
県
立
下
関
中
等
教
育
学
校
の
項
中
「

６
105

」
を
「

６
90

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


